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新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者※のうち、休業手当の支払い

を受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給

します。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象となります。 

※令和 3年 2月 26日より大企業の一部非正規労働者も対象となりました。詳細は厚生労働省 HPにてご確認ください。 

給付金額の算定 

給付金額は、以下の式で計算します。 

休業前の 1日当た

り平均賃金 
× 80% × 

各月の日数 

（30日又は 31日） 
－ 

・就労した日数 

・労働者の事情で休んだ日数 

 

①1日当たり支給額 

（11,000円が上限） 

 

②休業実績 

・1日 8時間から 3時間の勤務になるなど、時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1日 4時間

未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となります。 

・週 5回から週 3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となります。（就労した日などを休業

実績から除いた上で対象となります。） 

支給対象 

主に以下の条件に当てはまる方に休業前賃金の 8割（日額上限 11,000円）を、休業実績に応じて支給

します。なお、事業主負担はありません。 

 

 

 

いわゆる日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対

象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれ

ば、支援金・給付金の対象となります。 

その他、休業支援金に関する Q&Aや、申請書等は厚生労働省ホームページ特設サイトに掲載しています

（「休業支援金」で検索ください）。 

【お問い合わせ先】 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター  

【電話】 0120(221)276 

【時間】  月曜日から金曜日 午前 8 時 30 分から午後 8 時まで 

土日祝は午前 8 時 30 分から午後 5時 15分まで 

【特設サイト】 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は 

シフト制の方や短時間休業なども対象となります！ 

 

 

① 令和 2年 10月 1日から令和 3年 2月 28日に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業

主が休業させた中小事業主に雇用される労働者 

② その休業に対する賃金（休業手当）を受けることができない方 

 


